
　

　　          　固定資産の所有者が死亡しましたので、固定資産を現に所有する者として

　　          地方税法第384条の3及び小松市税条例第77条の4に基づき次のとおり申告します。

相続持分
死亡者

との続柄
住　　　　　所 生年月日

現所有者の代表者
（相続される方の

代表者）

生年月日  　　年　　月　　日

電話番号

住　　所
死亡者との続柄

相続持分

　住　所

氏　名

登記又は
固定資産税課税
台帳に登録されて
いる納税義務者

（所有者）

生年月日  　 年　　月　　日

死亡時の
住　所

（住民登録地の住所）

死亡年月日  　 年　　月　　日

 受付印

固定資産現所有者申告書

　　　（あて先）小松市長
令和　　年　　月　　日　　

（注意事項）

・翌年度以降、固定資産税の納税通知書、納付書等は現所有者の代表者に送付します。
・この申告書は、固定資産税の納税義務者を決定(変更)する手続きです。
　この申告書により相続が確定（相続登記がなされる）することはありません。
　新たに納税義務者となられた方が、新規に口座引落による固定資産税の納付を希望さ
　れる場合、金融機関での手続きが必要となります。
・現所有者の代表者（相続される方の代表者）欄は、本人の署名又は記名押印が必要です。

（添付書類）

・相続物件に対して所有者が異なる場合、遺産分割協議書、遺言証書、公正証書の写しなど
・個人番号が確認できる書類の写し：個人番号カード（裏面）、通知カード、個人番号記載の
　住民票（通知カードは記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致してい
　る場合に限り、個人番号を証明する書類として使用できます。）
・本人確認書類の写し（運転免許証（表面、裏面記載あれば裏面もお願いします）、個人番号
　カード（表面）の写しなど）

（注意事項）

・翌年度以降、固定資産税の納税通知書、納付書等は現所有者の代表者に送付します。
・この申告書は、固定資産税の納税義務者を決定(変更)する手続きです。
　この申告書により相続が確定（相続登記がなされる）することはありません。
　新たに納税義務者となられた方が、新規に口座引落による固定資産税の納付を希望さ
　れる場合、金融機関での手続きが必要となります。
・現所有者の代表者（相続される方の代表者）欄は、本人の署名又は記名押印が必要です。

（フリガナ）

氏 名・名 称

個人番号・法人番号

令和

代表者以外の

現所有者

（上記の代表者

以外に相続され

る方がいる場合、

記入してくださ

い）

（フリガナ）

氏 名

（フリガナ）

氏 名・名 称

個人番号・法人番号

（署名又は記名押印）


